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現代フランスにおける農地の

流動化とその地域的展開

石 月

は じ め に

(215) 95 

義訓

周知のように，フランλ では I高度経済成長」政策の推進と EC農業共河

市場の展開による国際競争の激化が直接的契機となり，フラ yス農業の構造的

再編一一零細経営を排除して特定の経営へ土地を集中化させることによって高

生産性農業を確立きせるーーが， I基本法」農政誕生(1960年)以来，一貫し

て追求きれて台売課題である。この農業構造「近代化」路線と密接に関連して

いる農地の流動化政策の展開過程からみて明らかなことは，土池所有と経営を

分離し賃貸借によって農地の流動化を促進させる方向を重視してきている点で

あろう九また，近年のフランスで進行してきた工業や都市開発は農地のか

い発や収益還元地価を上回るほどの農地価格の騰貴(日本ほどではないにして

も〕をもたらし，このことが現代フラン凡の農地問題をめくる階級的対抗関係

を激化させる重要な要因のーっとなっているヘ

1) 1970年以降，長期賃貸借の制度化，小乍経営への離農補償年金給付の緩和，統制l小作料の撤廃
などが具体化され， rI98C年農基法jに集約されてい<.最近のブラ γスの農地行政の展開に関
してわが国で紹介されたものとして，農水省構造改善局 『最近のウラソス島也行政J.197fi年。
農政調査委員会， ~アランス構造政策の施策とその展開J(のびゆく農業，第529"，530号)，同「プ

ヲンスの1080年農業基本法， (のびゆく農業，錦583......584胃)，など。

2) 土地問題に関するフランス研究者の最近の論調では，農外からの影響による農地問題の激化や
そのための位指的要請という理由から， 国土盤惜(I'amenagementdu territoire)のなかで農

村空間をどのように位置づけるかという担角からの議論が多い。具体的には都市用地と農業用地
の調整問題とか土地所有権制限の議論などがそれである。たとえぽ Roberじ Arr.ago，Pierre 

RouverOllX， L'estimation des biens rul副叫 Peri-urbains，ag7プ叩leset forestiers， Libra-
iries techniques， 1973. E学 ace90， 1975. Edgard Pisani， Utopie foncie河" Gallimard， 1978 

など。
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本稿の課題は，そのような農地政策を展開している構造農政下のフランスに

おいて，農地の流動化が具体的にどのように展開しているのかを実証分析する

ことにある。したがって，まず1960年代以降の構造農政下における農地移動の

支配的傾向をグローパルに把み(第 I章)， 次に， 下層農の脱農・経営縮小に

よる農地の放出が規模拡大を志向する上層農への農地の集積(所有権の集積と

利用権の集積を含む〕にいかにつながるかという階層間農地移動について検討

する乙とである〈第E車〉。

その際，現代フランス農業にお日る地帯構成をとりわけ重視しなければなら

ない。というのは，フヲ y;;.、農業構造の地域的差異が極めて顕著であることは

っとに指摘されてきたところであり，農地の流動化の具体的内容も地域的に多

様性に富んでいると考えるからである。 Eころが，これ主でのわが国における

現代フランス農業に関する研究では.農民層の分解過程そのものでもある農地

の流動化問題を地域的視角を重視して把握していこうとする試みは殆んどなさ

れてこなかった。

なお，先述したように，現代フランスの農地の流動化の分析にあたっては構

造農政下の農地行政の諸施策の展開過程との関連で検討することも重要である

が，本稿では実態分析に焦点を据えているため，この点については最小限にし

か触れられない。また，本稿の主要な研究対象時期は，現在までに利用可能な

統計資料からみて， 1970年代半ば頃までにほぼ限定されよう。

I 構造翼政τにおける農地移動の地域的概観

(1) 農業地帯構成の確定

フラ:/7.の農業地帯は通常，数多くの小農業地域 petitesregions agricoles 

に区分されるが，本稿 Cは土地所有関係，賃労働関係などの諸指標から第1図

のように 7つの農業地帯に大別した。ここでは，まず 11975年 EC農業構造統

一調査 Enqu色tecommunautaire sur les structures des exploitations agricole 

en 1975)に基づき，各農業地帯の特徴を木稿の課題に即して要約しておとう ω
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注〉

第 1図 フランスの農業地帯区分

ノマリ主主地!
ゴ北t告部1¥/ノ

<j'昔、￥i~(農農、\品、
I阿珂部 ! 

" ノミ')長u也砕J-;刊

I材pq占Hi

く自作農袖

東部

広域行政区画(，缶ionsde programme d'acuon) 

に基づく区分

(第1表〕。

1975年のフランスの農業経営

数はおよそ 130万経蛍であるが

そのうち賃貸借に係わってい

る経営数の比率は 55.2%で，

作地率は 46.7%となっているぺ

しかし，農業地帯別にこれらの

指数を一瞥すれば自明なように，

フヲ γ ス農業の土地所有構造の

地域差は著しい。

まず，パリ盆地北部，パリ盆

地南部， および丙部は土地所有

構造からみると借地農地帯とし

て類型化できょう。 と〈に， フランス農業の基幹部門である穀作，畜産の高位

生産力地帯として周知のパリ盆地北部では， 賃貸借に係わる経営は 79.7%，

作地率も 69.3%と極めτ高水準にあり，賃労働比率24.0%の高さからみても資

木主義的借地経営が典型的に確立されている地帯である。

パリ盆地南部はs 主穀・畜産方式がその支配的な経営形態であるが，平均経

営面積規模が 39.0haとかなり大きいことに示されるように，土地利用型農業

である大規模穀作経営が広範に展開しており，小作経営数の比率や小作地率も

北部の資本主義的借地経営地帯につく位置にあり，全国水準をかなり上回って

3) フランス農業弛帯構腐の確定方法と各農業地帯の特徴については， (わしくは拙稿「現代フラ
ンスの農民周分解と農業地帯構造ム 『京大経済論議~，第 126 巻第 5.6 号参照。

4) フランスの小作地率の歴史的推移をみると， 188Uf.には41刊で，今日までさしたる変化がない
ように外観される。だが，歴史的にも各業地帯の土地所有構造の変化はドラスチックであり，後

述するように，今日のIJ'1'f地率467日という数値は各農業地帯の変動の相殺結果に過ぎない。こ
の統計は Ministerede l'agriculture，畠atistiqueagricole， Supplement， etude nロ93.19世紀

後半の土地所有構造の地接的特徴については Robert工A.urant，L白 cadresde la production 

agricole propriete et V10de d'xploitation，正listoire釦onomiqueet sociale d.訟 laFテ'ance，
Tome III， vol II， PUF， 1976， pp. 629-661。
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第 1衰農業地帯の詰特徴 (1975年)
ゐ

フランヌー

F4ZF慨す口調L
言十 1314 22.4 55.2 46.7 16.2 44.3 55.7 

借地 パリ盆地北部 110 33.7 79.7 69.3 24.0 57.8 42.2 

調担 パリ盆地南部 151 39.0 66.0 54.6 19.8 60.0 40.0 

農帯 西 部 303 18.7 67.0 58，1 10.9 18.5 81.5 

'*'地|東部|"
24.3 65.8 47.4 8.4 29.2 71.8 

間 帯南東部 215 19.4 55，4 38，8 8.9 27.6 72.4 

20.7 40.5 26.6 14，3 44.5 55，5 

地中海沿岸 159 12.1 25.8 23.1 35，0 89，5 10，5 

注1) 経営面積 (surfaceagri∞le utit山田〉とは，農地面積〈四rla但 agricoleutile)よりやや狭

( ，これから建物，中島非生産的荒ぶ地を除外した農用地.
2) 小作経営とは.雷管借に係わる全ての経営で純小作経営と混合(向小i乍〉経営の合計。
3) 賃労働比率は「労働力単位 personneanee travail: P. A. T で換算。 1P. A. T.~成人

皆岬J年間220C時間.

4) 農産物靖成比は生産価額で産出。
出所 EC， Cu凶凶，η7

de l'、agricul比tロ，eι，Sj包，，"，目stiqueagricoleι" e釘tuden Q 152， 1977 

いる。これに対して，西部は，農産物構成比り動物生産81.5%という数字に示

されるように，畜産に白給的な飼料作士結合させた主畜・複合作地帯として存

立し，構造農政のなかでも政策的底上げが絶えず企図されてきた後進農村地帯

でありへ上記のパリ盆地の両地帯とはかなり異なる地域的特徴を有している O

われわれほ，平均経営面積の指標からみても，との地帯の中小小作経営の支配

的傾向を看取することができるであろう n

つぎに， かつては分益小作 CMetayage) が広範に展開していた南西部と地

中海沿岸地帯は， 小作地率がそれぞれ 26.6%，23.1%という低さから知られる

5) 1967年10月のデク νdecretにより，西部一一具体的にはブルターユュ Bretagne は「農村
刷新地域 leszones de r白 ovationIuralJの一つに指定されてゐ降.r離農奨励終身年金 Indem
mはと Viagerede Departj CJ:特倒措置な万問有の庭業施策が実施きれてきた. Dp.[暗"atlOna 

Am白""em田口 duTerriuoiて'eet a l'Action Regionale， La toliti明 ed amenalPment品4

'e門官oire，1970， pp. 73ー-770
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ように，現在では自作農地帯として類型化できる。南西部ほ，ブドウ作などの

専門分化きれた経営を除けば，穀作，飼料作物と畜産の結合による伝統的多角

経営方式をとる零細I自作経営が広範に展開している。地中海沿岸地帯は，個物

生産が農産物構成比の日日邑%を占めることに示きれるように，プドウ，果樹な

どへの専門分化が極めて顕著己ある。賃労働比率35.0%の高きは，この地帯の

大量生産方式に基づ〈資本主義的ブドウ作経営の存立を物語コているが，一方

で，平均経営面積の 12.1haという低きは， その対極で大量の零細自作経営が

展開していることを表わしている。資木主義経営と大量の零細経営のいはば二

極的農業構造がこの地帯の特徴であるべ

最後に，東部および南東部は，小作経営数の比率や小作地率からみて上記の

借地農地帰と自作農地帯のほぼ中間に位置する。両地帯は，一部の専門分化さ

れた経営を除けば，主畜・複合作方式の家族労作経営が支配的な特徴といえる

(なお，本稿ではフランスの農地の流動化の地域的差異を赤裸々に描き出すこ

とを主題としているため，この中間地帯については必要最小限Lか触れないこ

とを予めお断わりしておく〉。

以上，現代フランスの各農業地帯を土地所有構造の地域的特徴η に力点を置

いて，借地農地帯， 自作農地帯，および中間地帯に類型化しつつ概略してきた

が，その地域差は典型的には借地農地帯と自作農地帯との間だけでなしさら

には，借地農地帯同， 自作農地帯聞においても厳然と存在しているー

では，かかる操業構造の地域的差異を有 Fる構造農政丁のフヲンスで，農地

移動が如何なる方向で展開したか，その地域的特徴について，節をあらためて

検討してみよう。

(2) 農地移動の地域差

め この地中海北惇地帯の二1図的精造については，拙稿，前掲論文， 65-66へーシを参照。
7) 現代フランス農業の土地所有構造の地棋的特慣を分析したものとして，とりあえず止の文献を
参照されたいo Andre Brun， L'evolution du prix de la terre et de la 詰partitionde la pr砂

priete fnt1r'jèr~ agricole. &抑O叩 eRural. n'95， 
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フランスにはわが国の『農地移動実態調査』のような農地移動に関する体系

的な統計は存在していない(農地の所有と経営をめぐる状況を明らかにする統

計整備の必要性はフランスの土地問題研究者によって共通に指摘されている〕。

ここでは，まず『農業センサス」などで窺い知れる各農業地帯の一経営あたり

の平均農地面積〔自作地・小作地別割合〉の推移により，農地移動白地域的特

徴をみておこう(第2表〉。

構造農政の展開過程を 1963~.70年と 1970~77年の時期に区分して，両時期

のー経営あたわの平均農地面積の増加面積を比較するとフラ y ス平均では

3.4 haから 3.9haへ「推移しており，そのテンポが70年代以降に速主っている

ことが窺われる。これは各農業地帯でほぼ共通した傾向となっており， 70年 代

に入って，農地の流動化がいずれの地帯でも加速されてきたことを示している。

第z衰農業地帯別一経嘗あたり農地面積白増加割合 (19品ー1977年)

| 議室主音り
1963-1970年 1970-19何年

蓋
1963年 1970年 1977年 書事自作地小作 輔自作地小作地

フランス ha ha 
24hz a|13れ4a z ho a 1.h4a113h9 a 

ha ha 
16.9 20.3 2.0 1.9 

借地 ハリ盆地北部 25.7 29.0 35.4 3.3 1.2 2.1 6.4 2.8 3.6 

地 パリ盆地南部 26.8 32.5 41.0 5.7 3.0 2.7 8.5 3.8 4.7 

農帯 西 部 14.2 16.5 19.8 2.3 1.3 1.0 3.3 1.8 1.5 

中地 東 19.1J 25.3 4.0 1.9 2.1 5.4 2.4 3.0 

間帯 南 東 部 15.2 17.8 21.5 2.6 1.3 1.3 3.7 1.8 1.9 

f長白下地帯
19.1 2.0 0.9 3.7 3.2 0.5 

地中海沿岸 11.3 12.9 14.6 I 1.6 0.8 0.8 1.7 1.1 0.6 

注) 1町7年の EC農業経首構造調査では，経営面積(第1表の注参照)で集計されているので，
197つ年との厳密な統計上の連続性はない。しかし，197T年の建物，水路面積340千 ha，非生産的

荒農地 980千 h，の計 132C千 ha(フランスの農地面積の 43判1で相対的比重カミ小さいと考え，
①ょの 1320千 haが 1970年の各農業地帯の分布と同一であり， ②各農芽制』帯では， 1977年目

経営面積の定義の自作地小作地割合と同様に分布していると仮定し，畳地面積に修lEl..， 算出

し7こ。
出所 Ministere de l'agriculture， Enque白 auxo sur les ι対oitationagricole en 1968 

Recensement g.如eral品 l'agruτdture1970-1971. Collection de statistique agtτCO 

le. etude. n"189. 1980 
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だが，平均農地面積の噌加程度は地域的にかなり不均等である。たとえば，

借地農地帯のバリ盆地北部の 3.~ha から 6.4 haへの増加，パリ盆地南部の

5.7 haから 8.5haへの増加にみられるように，パリ盆地ではかなりの面積規模

の農地移動が進んでいる。しかし，自作農地帯の南西部では 2.9haから 3.7ha

への増加ヲ地中海沿岸では1.6haから1.7h.への増加に留まっている。つま

り，ハリ盆地に典型的にみられる借地農地帯と自作農地帯とでは農地移動の地

域差は明瞭である九同様なととは，借地奥地帯聞のパ日盆地と西部を比較し

ても窺われる。

しかし，重要なことは農地移動の内容である。各農業地帯のー経営あたりの

農地面積の増加が自作地と小作地の併進的増加の結果であることは共通して指

摘できるが，両者の比重には地域的にかなりの差異がある。バリ盆地北部やパ

リ盆地南部では自作地の増加よりも小作地のそれが顕著になっている(とくに，

パリ盆地南部は. 1963~70年には自作地の増加のほうが大きかったが， 197日~

77年には小作地の増加のほうが顕著である町。これに対し，自作農地帯では，

自作地の増加が小作地のそれを上回っており，その傾向は70年代以降さらに強

まっている。つまり，パリ盆地の借地農地帯と自作農地帯とでは，農地移動の

支配的傾向において一一賃貸借か所有権移転か←一対照的な特徴をもっている

のである。

また，借地農地帯の画部ではパ日盆地とは逆に自作地目増加が小作地のそれ

よりも優勢である。つまり，同じく借地農地帯として類型化されていても，ハ

リ盆地と西部で進行する農地移動の支配的な形態には明確な相具があるとみて

差支えなし、。また，このふたつの借地農業地帯聞の相異は，後述するように両

町 民地帯動の面積規模に地域差が生じる重要な要因として，生産1形態の地域油差異があるととは
いうまでもない。パリ盆地の穀倉地帯では，経営の規模拡大は土地拡大に直結している。

町 田70年代以降，パリ盆地南部で賃貸借型の農地砂到の比重が相対的に高くなりつつある ζ とと
関連して扶のζ とを指摘してお仁論者によれば，第二次大戦後，ハリ盆地北部で発生したハド
ボルト (pas-cle-porte)慣行一一一種の閣小作料で，その背景としては借地畳業者聞の土地哩得
競争がある一一ーが.70年代を通じて，ノ、リ盆地南部に南進しつつあるという.D. Barthelemy， 
A. M. Gogue， J. C. Montasier， L. V町 cloja，Pas-de-p01すeetfonds♂向trepnse向 agricul.

ture， Document de recherc占es.n 020， 1979， p. 31 
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地情での賃貸借契約を結ぶ土地所有者と借地農業者の性格の差異にも根ざして

し、るとし、えよう'"。

次に，こうした農地移動の地域的特徴を別の指標によって補完しておこう。

1968-69農業年度にフランλ良務省が農業経営構造センタ (CNASEA)の協

力をえて実施した『農業賃貸借に関するア Y ケート調査結果(以下， r賃貸借

アンケート J)~山には， 1967-1969農業年度の 2守聞に農地移動によコて土地

保有形態を変化きせた経営数を集計している。僅か2年聞のデ タで， Lかも，

農地の移動件数の集計であるので，構造農政下の農地移動の実態、骨厳需に反映

しているとは言い難いが，乙の表からも農地移動のおよその地域的特徴は把握

できる(第3表〉。

まず， 1967-69農業年度の 2年間に何らかの形態で農地移動をした農業経営

第3表農業地帯別農地移動の状況 (1967-1969農業年度〉

!構成比率作費購入売却造作霊長の他量移動なし

フランス 計 100.0% 10.7% 9.2% 3.8% 6.2% 13.5f~ 56.1% 

借地 パリ盆地北部 100.0 14目1 9.0 2'2 9.1 17.2 48.4 

地 ハリ盆地南部 100.0 11.6 12.7 2.1 6.2 15.2 52.2 

農借 西 昔日 100.0 12，2 6.0 3.2 5.7 12.2 60.8 

11.5 9.4 3.7 13.1 30.1 32.2 

間帯南 東 部 100.0 12.0 9.2 5.4 6.6 10.7 56.0 

民 |南西部 11000
8.4 10.7 3.0 4.2 12.4 61.3 

地中海拍岸 100.0 6.1 9.9 7.3 4.7 7.5 64.5 

庄1) rその他の移動]の項は，被輩の農地移動をおζ なった経営〔たとえば小洋地借入と購入). 
2) 農地移動の経営件数の比率a

出所 Ministere de l'伊gricu1ture，Rおultatsde l'朗 queteStff Zes exploitations agricole師

location (1970)， Etude nO 153， 1977 

10) プルターニュ(西奇心の小作地取は自由年には66.2%を占め，ハリ盆地よりも高〈全国の最
高水準にあったが，それ以降漸減傾向にあり， 1977年には 51.3%になっている。なお.D バノレ

トレミーらの共同研究ではリ盆地と西部の賃貸借関聞の相異について，農地の貸し手の数，
建物所有の有無などから比較検討している。 Ibid.， pp. 57-62 

11) Ministere de l'agricu1ture， C.ヒ)llectionsde statistique agricole， etμde ぜ 153，1977 

全国で13，000小作経営の抽出調査(抽出辛約2%)。
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数ばフラゾス全体で43.63ぜあり(複数の農地移動をしたものは13.5%)，残りの

56.4%は全く移動がなかった。ちランスでは 1年間にほぼ 5分の lの経営で農

地移動が行われている勘定になるが，このことから構造農政下のフラ Y スで農

地の流動化が活発に進捗しているか否かを判断するのは微妙な問題である。し

かし，一瞥して明らかなように，各農業地帯の農地移動の頻度lこはかなりの地

域差が存在している山。借地農地帯のなかでも農地移動が相対的に著しいのは

パリ盆地の北部とパ H盆地南部であり，西部の農地移動の頻度は全国水準を下

回っている。立た， 向作農地帯では，南西部，地中海沿岸のいずれの地帯でも

農地移動の頻度は低位である。

さらに農地移動の形態についてみると，農地移動の相対的に活発なパリ盆地

では「農地購入 achatde parcel1es j もかなりみられるものの， I小作地借入

prise en location de parcellesjが広範に展開している。また，ここでは「農

地売却 ventede parcelles jに比べて「小作地返還 abandonde parcellesjが

多くみられることを指摘できるであろう。農地移動の相対的に低位な西部では，

その形態からすればパリ盆地の両地帯とほぼ同様な特徴が窺われる。

これに対し自作農地帯では，農地移動そのものが少ないなかで， I農地購入」

が「小作地借入」に比べて優勢であり， とくに地中海沿岸地帯では|小作地返

還」に比べて「農地売却」のウエイトの高いのがめにつく点である。

つまり，第3表の『賃貸借アンケート』調査結果によっても! さきの第2表

におけると同様，パリ盆地を中心にした借地農地帯と自作農地帯との聞では，

前者では利用権の移転が，後者では所有権の移転がその支配的な傾向であると

一応の結論づけができょう。

換言すると，構造農政下のフランスで惹起している農地所動化の具体的内容

からすれば，利用権の移転と所有権の移転の併進過程が各農業地帯で共通した

特徴となっているが，その支配的傾向にほかなりの地域差が存在しているとい

12) 表からも知れるように農地移動の頻度が最も高い地帯は東部(中間地帯)である園東部の農業
構造がドラスチツグに変動していることについては].P. Regad-Pellagru. M. Thiriet， L'e 
四回開edelaBc叫 gogneet de la Franche C.切nte.198は.p，九 187-215参照。
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うことである。

ところで，農地の流動化宮廷民層の分解過程のなかで位置づけなおした場合，

下層農の脱農・経営縮小による農地の放出が規模拡大する上層農への農地の集

積に繋がる。それ故，かかる視角からみた場合，構造農政下りアランメ 'C，農

地の階層間移動がどのように展開しているかを，次に仔細に分析してみよう。

II 農地の階層間移動と農外意地所有者の所在

(1) 土地保有形態の階層別動向

構造農政が展開される過程で，フランスの農業経営の土地保有形態が，階層

別にみた場合，マクロ的にどのように推移してきたのかをまず確認しておこう。

第 4表は，構造農政の展開時期を1963~70年と 1970~75年に分け，両時期の

土地保有形態別・経営面積規模別経営数の増減劃合を示Lている。第一に，構

造農政下にフランスの農業経営数は一貫して減少傾向にあるが，それは経営面

積規模lOha未満層などに集中的に体現されている下層農の消滅に専ら依って

いると理解して差支えない。この下層農の消滅は純自作，純小作，自小作〈混合〉

のすべての土地保有形態で生じている。第二に， 50~100ha 層， 100ha 以上

層の経営数は着実に増加してきており，その増加テンポは70年代にはいってー

第4表 自小作別経営面積規模別経営数の増減率 ([963-1975年〉

1963-1970年 1970-1975年

計 純白作純小作 自小作 百十 純白作純小作自小作

~t |ム16傍訓明ム.40.7% 8明|ム17.3%ム即%.6，22.5% h.21.7% 

10ho未満 ム18.6 618.4 ム42.2 ム 5.0 ム26.9 ム16.1 ム34.6 ム47.4

10~20ha ム26.9 ム36.8 648.0 ム 6.3 623.1 ム 7.3 631.6 ム30.2

20~50 ha ム 6.2 ム30.9 ム35.3 28.6 ム 2.9 10.1 ム11.8 ム 4.5

50"，，-，100 hn 9.8 628.0 ム31.3 19.7 14.4 17.6 ム 0.5 18.1 

100ha以上 15.3 ム26.7 ム26.9 67.3 19.2 20.5 8.2 20.7 

出所 Ministere de l'agriculture， En伊 atean Ho sur les exTloitatian ag1τ'cole en 1963 
R'町'censeme，のntgeneral de l' a.帽z唱IP門τ官'cult印ur.問v叩'e1970-1971. EC， Com 間叩z
s山かτCザ[，昨，r抑f開eQザ/α暗gn川τ官抑C日ul山d占lt却u叩r悶'alholdi削n暗2羽削~gs 1975 
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層強まってきたといえよう。このことは，農地のかい廃の進行が一方で進むも

のの，基本的には下層農の脱長，経嘗縮小による農地の放出が上層良への農地

の集積〔利用権句集積と所有権の集積を含む〉に繋がったことを示しており叩，

しかも，その傾向が70年代に入って強まりつつあるとみてよかろう。第三に，

とりわけ最上層 100ha 以上層の経営数の増加は， 60年代には自小作経営だけ

にみられたが， 70午代にはすべての土地保有形態で確認される U この新たな特

徴ともいうべき事実凶は，上層農への農地の集積が利用権の移転，所有権の移

転のいずれの方式でも進んでいる実態がマクロ的た全国統計においても担えら

れるようになったことを示している。

しかし，より重要なことは，下層農の没落による上層農への農地の集積が各

農業地帯でどのように展開しているかという点である。以下では，下層農とし

て 5~10 ha，上層農として 100ha以上層を抽出 L，各農業地帯の階層聞の特

徴を吟味してみた，5)。その際，下層農は農地の貸し手(売り手〕として，上層

農は農地の借り手〔買い手〕としての性格がフランスでもますます強まってい

るのであるが，この傾向が最も典型的に示される借地農地帯に焦点を据えつつ，

かかる賃貸借関係の実態について検討してみよう。

(2 ) 下層農による農地の放出

①農地売却と小作地返還

脱農なL、し経営縮小する下層農が農地として放出するのは，農地売却か小作

13) フラ γスの農業経営数は， 1962年の約190万から1977年の約127万へと63万経営が減少。飴也面
積はIS司年 3宅 219万haから1日77年 3，063万haへと推移1..-， 4.8弘の減少に留まっている。

14) かつて，筆者とほぼ同様の手法で1955-63年の時期について分析した遅塚忠弱氏は， ri戦後に
おける顕著な変化は，一応j 小規模自作経営の減少と自小作腔吉町発展として特徴づけられ」
た。遅塚忠拐， r戦後フランスにおける農業経営構造の特徴 19世紀後半以降との対比に日け
るその特徴 ム 「よ地制度史学J，第岨号， 11-12ベク。

16) フランスには，階層別の土地保有形態り変化や農地移動の地域的特徴を精離に分析する上で，
利用可能な統計責判}はなしかかる視角から考察せざるをえない。なお，現代フラソス農業にお
ける経営面積規模と農業経営の階層区分とのおよその対応関係を述べるなら， 100ha以上周は
資本主義経営に， 5......，10 ha周は半プロ農民層 pay田 n-Ollvnerに対応していると考えてよい。〈

わし〈は，拙稿，前掲論文， 64ヘ ジ参照。
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第 5表農業地帯別下層農 (5~10ha 層〕の土地保有形態の特徴 (1970年〉

叩経営一 |一一の吋

計 純自作純小作自小作霊童自作地小作地主皇

プラン九 平均 1100.0 45羽山%43判 8.3ha 5.9ha 2.4ha 担 9%

借地 パリ盆地北部 100.0 24.8 24.4 50.8 7.5 3.4 4.1 54.7 

地 パリ盆地南部 100.0 40.5 11.8 47.7 7.8 5.5 2.3 29.5 

農帯 酉 部 100.0 33.6 26.0 40.4 7.9 4.3 3.6 45.6 

2.8 5.6 1.9 25.3 

間帯南東部 100.0 47.1 9.3 13.6 I 8.5 6.5 2.0 23.5 

地南西部 100.0 59.0 10.3 6.9 1.6 18.8 

f農自F帯 地中海沿岸 l|| 1000 6.9 34.0 I 9.6 7.9 1.7 17.7 

出所 Ministere de l'agriculture， Recensement genera1 de l'ag円culture1970-1971 

地の返還によって農地それ自体を手離す場合か，農地の貸し手となる場合のい

ずれかである。

まず，前者について自作農地帯と借地農地帯について比較してみよう。

第 5表によれば， 5~10ha 層の土地保有形態の特徴は著しい地域差がある。

借地農地帯のパリ盆地北部や西部などでは，他の地帯と比べて，縮小作経営の

比率が高<，小作地率もそれぞれ54.7%，45.6%となっており自小作経営のな

かでも小作主体の経営が相当数含まれていることが容易に類推される〔これら

の地帯立は，後述の 100ha以上層の純小作経営の比率がより高い〕。つまり，

借地農地帯では下層農においても賃貸借に係わる経営の多い乙とが明 bかであ

る。したがって，下層農が農地それ自体を手離す場合，賃貸借解約による小作

地の返還の比重が相対的に大きいといえる。これに対して，南西部，地中海沿

岸の自作農地帯の 5~10ha層は，純白作経営の比率が両地帯で60%弱を占め，

小作地率4，20%以下左侭 <'A倒的に自作地に経営基盤をもった土地保有形態

になっている。ここでは，下層農が農地それ自体を手離す支配的形態は自作地

の売却によると理解して差し支えなかろう。この借地農地帯と自作農地帯の下

層農による土地放出の支配的形態の相異は，第 1章でふれた農地移動の地域的
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第 6衰借地農地帯D農地貸付者自性格 (1968-1969農業年度〉

個 人

農業者 労働者 羅甜」営二業者 管中上理級職 その他
その他

言十 自治体

フランス平均f1師物 27.9% 15.0% 10.0% 8.7~百 即刻 4叫 4明

パり盆地北部 100.0 28.4 10.7 13.5 12.0 26.1 4.1 5.2 

パリ盆地南部 100.0 29.0 13.4 10.6 7.8 30.3 4.7 4.2 

西 部 100.0 33.2 14.6 9.6 9.2 28.2 1.8 3.4 

注) r農業者」には，農業労働者を，個人の「その他」には，無職，不明を， また，右端の「そ
の他」は企業所有を含めているロ

出所 Ministere de l'agliculture， Statistique agη.cole， etude酒 n"153， 1977 

特徴からも容易に推測可能であろう。

②農地の貸し手と Lての下層農

ではp 下層豊が農地の貸し手 Eなる場合はどうであろうか。ここでは，さき

の『賃貸借アンケート』を利用して借地農地帯の賃貸借の実態からそのことを

検討しよう。

第6表は借地農地帯の農地貸付者の性格を主として労働力人口の職種目]から

みた表である。

周知のように，フラ γスでは農外の個人や企業でも農地を所有することが可

能であり，近年，これら農外者による農地取得の拡大が農地価格高騰の要因の

ひとつになっていると指摘されている。この国では下層農が，またかつて下層

農であったものが，農地の貸し手になるだけでなく，売却された農地を農外者

が取得することにより新たな貸し手となるケースも考えられる。それ故，わが

国と異なる農地法制下にあるフランスでは， どのような犠についている者が農

地の貸し手になっ亡いるかを検討しておく乙とは極めて重要であろう。

さて， 農地の貸し手の性格をフランス平均でみると， 90%以上が個人であ

り農地の個人所有の強固さが窺い知れるが，そのうち農業者(農業労働者を含

む〉は 27.9%1こ過ぎない。この農地の貸し手になっている農業者の多数が下層

農によるものと理解してよい。労働者によるも Dは15.0%であるが，このなか



108 (2甜〕 第 130巻第3・4号

には，脱農したかつての下層農や均分相続によって血縁聞で賃貸借関係を結ん

でいるものが相当数含まれてい吾と考えられる1ω。 さらに， 商工業経営主や

中・上級管理職の貸し手も都合 18.7%となっている。現代フランスでは農外者

による農地所有がかなり広範に展開しており，フランλ農業の所有と経営をめ

く。る問題を論じる際，農業者聞の賃貸借関係だけでなく，農外者を含めた賃貸

借関係の分析が極めて重要な意味をもっていることがわかる。

次に，借地農地帯の農地の貸し手の性格を仔細にみてみよう。たとえば，後

進農業地帯に位置づけた西部では，農業者の貸し手が 33.2%と相対的に多〈み

られ，農外者でも労働者によるものの比重がパリ盆地に比べて大きい。これに

対 Lて，大都市周辺地帯にあるパリ盆地北部では，丙部に比べて農業者間の賃

貸借は少なし農外者の貸し手も商工業経営者や中・上級管理職に含まれてい

るいわゆる高額所得者階層の比重が大き〈なっている17)。したがって，下層農

が農地の貸し手になってい〈一般的傾向のなかで， とくにパリ盆地北部では下

層農によって放出された農地を農外者が購入 L，新たな貸し手となる傾向が他

地帯と比べて鮮明になっている。

第 7表借地農地帯D農地貸付規模~Ij分布 (1968-1969農業年度〉

小作単位規模

言十 。^-'Zha未満 2~5ha 5~lO ha 1O~20ha 20ha以土

フランス平均 100.0，9百 57.4% 20.2;百 9.9% 6.6% 5.8.9百

パリ盆地北部 100.0 59.5 2日4 9.4 5.8 4.9 

パリ盆地南部 100.0 52.4 20.8 11.2 6.9 8.6 

西 部 100.0 48.7 22.2 11.1 9.6 8.5 

注1) 同期団に同一形態で契約された茸貸借契約を-/J'.fF単位と呼ぶーしたがって，同人同土
の賃貸借でも契約期間や契約形態が異なれ í~U単位となる。

2) フランスの平均単位面積は 5.12-h<l

出所 Minis北仕ede l'agriculture，Statutique agricole，品川'e，n 0153， 1977 

16) r賃貸借アシケート』によれば，血韓関需に基づく賃貸借は22.1%，残りが第三者間の賃貸惜
である o Ministere de l'agriculture. 0ム at.，n 0 153， p. 122 

17) パリ盆地北部の農地の貸し手は，隣接県や大都市に居住する不在地主が他地帯に比ベて多いー
Ibid.， P. 36巴
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さらに，農地の貸付規模についてみてみよう。第7表によれば18>フラン見

の貸し手の規模は， 2ha 未柄下圧倒的に多く邑7.4%，つづいて 2~5ha 未満が

2日2%で，両者で全体のおよそ 4分の 3を占める。 ζ の点からも，小規模な農

地の貸し手が広範に展開していることが窺われ山，脱農ないし経営縮小した零

細な下層農が農地の貸し手となる 般的特徴が示されている。

農業地帯別にみても，小規模面積の貸し手の広範な展開という基本構造は同

様であるが， 主〈にパリ盆地北部でほ 2ha 未満が全体の59.5%を占めており，

その傾向は他地帯と比べて顕著であるo ζれに対して，西部やパリ盆地南部で

は， 10~20 ha， 20 ha以上の農地の貸し手がパリ盆地北部に比べて広範に認め

られることも付言しておかねばならない。たとえば，西部では 20ha以上の貸

し手が8.5%を占めており， 大規模な土地所有者の存在も無視できないのであ

る。かかる農地の貸し手が下層農とは異なる地代生活者としての性格をもって

いることは容易に推測される2ヘ

(3) 上層農による農地集積

①利用権の集積と所有権の集積

つぎに，規模拡大を図る上層農の特徴について検討するために，経営面積で

は最上層に分類される 100ha 以上層の土地保有形態の地域的特徴をみてみよ

う(第8表〕。さきに， 100ha 以上層の経営数の増加が純小作型，純自作型，

白小作型のすべてのよ地保有形態で確認できたが，この層の土地保有形態の特

徴には各農業地帯で際立った差異がある。 100ha以上層への農地の集積が顕著

なハリ盆地の両地帯では'"純小作経営の比率や小作地率からみても，利用権

18) 貸付規模は「小作単位 u阻止 delocati叩」り規模である. この定議は第7衰の注を参照. な
お，フランス全体の小作単位数は 2866方で， 複数の小作単位をもつ齢由の賀L手は例外的
その殆んどカが"小作単位であるとLい、寸う BrunoRajaud， Les echanges de bi叩sfonc治"，
Cont門hutiona uneρolitique fi酔 1ciere，CNASEA， 1978， p. 179 

19) フランスの島由所有が.20世紀に入り細分化されてきていることは論者も指摘している。
Henri de Farcy， Jacques Gastaldi， La ρ叩少吋'eteag門Cι'[e.PUF， 1978， pp. 20-21 

20) プルタ ニェでは，職業を持たない貸し手の平均規模は 11.1 haで， 他地帯と比較してかな
り大きい。 MinisiP.reclPc l'agriculturf'， 0ρ cit.， n "153， p_ 32， 
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第8蓑農業地帯別上層農 (100ha以上層〉の土地保有形態。特徴(1970年〉

一営蜘分布!一一

フランス

計 純白作純小作自小作喜善自作地小3作地1lsz 
平均 1i 100006 16216 18M0 659M1|1日h3a 74h0a I 552 Z 

借地 ハリ盆地北部 100.0 5.7 22.2 72.1 171.8 51.1 120.7 70.3 

地 ハリ盆地南部 100.0 12.4 19.5 68.1 156.6 67.0 89.6 57.2 

農帯 西 部 100.0 18.1 19.9 62.0 136.5 61.2 75.3 55.2 

中地 東 部 100.0 8.1 11.8 65.0 77.2 54.3 

閣帯 南 東 部 100.0 24.2 24.1 51.7 I 158.2 79.8 78.4 49.6 

{農白乍地帯
36.4 12.0 51.6 I 164.3 111.8 52.5 32.0 

地中海沿岸 100.0 38.0 14.1 47.9 I 231.9 137.3 94.6 40.8 

出所 Min謁 terede l'agriculture， R，目的-z.sementgeneral de l'agriculture 1970-1971 

の集積に比重を強めた上層農の広範な存在が窺われる。とくにパリ盆地北部の

100ha以上層の平均農地面積は 171.8ha と，大規模に農地を集積する上層農

の存立が鮮明であり，さらに小作地の集積が 120.7ha (小作地率70.3%) にも

及んでおり，農地の集積が主として利用権の集積によっていることは明らかで

ある。これに対して，自作農地帯の 100ha 以上層には自作経営に純化した経

営の広範な存在が特徴的である(南西部36.4%，地中海沿岸38.0%)。このこと

は小作地率の低さからも知れるが，自作農地帯では，自作地への比重を強める

経営が下層農だけでな〈上層農においても確認されるのである。とくに 100ha

以上層への農地の集積度が顕著な地中海沿岸では(注21参照)， 所有権の集積

に比重を置くよ層農の特徴が典型的に不されている。

借地農地帯と自作農地帯との上層良町土地保有形態。J具体的内容には対照的

とさえいえる相異があり，第 I章で結論づけた両地帯の農地移動の支配的傾向

と関連つけて理解するならば，パリ盆地北部などでは利用権の集積，地中海?B

21) 1f1970年セソサス』によれば， とくにハリ地方 Reg旧 nparlSlenneの 100ha以上層は， 全

経営数の15%を占め，農地の57%を集積してし、るロまた，後述の地中海沿岸地帯のランクドック
Languedoc地方の 100ha以上層は，経宮数では 1%を占めるに過ぎないが， 農地の19%を集

積している
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第 9表借地農地帯の小作経営の性格日よび規模 (19o8---69農業年度〕
阜

農地貸付者規模
構成比

1人 2~5人 6~10人 11~20人 20人以上

ファンス平均 100.0% 42.7% 43.0% 10.4% 3.6% 0.4% 

パリ盆地北部 100.0 27.5 40.6 20.6 10.0 1.3 

ハリ盆地南部 100.0 37.7 41.8 15.6 4.5 0.4 

西 部 100.0 46.5 44.7 7.7 1.1 。。
小作経営規模

2，........5ha 5~10h. 1O~20ha 20~50ha 50h.以上

フランス平均 1UU.U対 14.3% 15.2% 27.2% 27.6% 10.1% 

パり盆地北部 100.0 14.4 10.0 23.4 35.5 16.7 

パリ盆地南部 100.0 12.8 8.7 14.9 35.0 28.5 

西 部 1000 15.1 16.2 32.4 33.5 '2..7 

注) フランスの 小作経営あたりの農弛貸付者規模はおよそ3人 (3.1小作単位〕。平均小作経営
面積は 15.8ha。

出所 Mimstere de l'agriculture， Statistique agricole， etude， n" 153， 1977 

岸などでは所有権の集積が，それぞれ上層農の農地集積の支配的傾向であると

みてよかろう。

②農地の借り手としての上層農

利用権の集積によって規模拡大を図る上層農の特徴について，借地農地帯の

借り手の性格をみることによって仔細に検討してみよう。

第9表は， 1968-69農業年度に借地農地帯の小作経営(純小作，自小作〉が

何人の農地の貸し手と係わっているのか，小作地面積はどのくらいかというい

はば賃貸借関係を結ぶ借り手と貸し手の関係を示した表である。

フランスの小作経営は，平均するとほほ 3人の農地の貸し手と係わっている

が， 1人りみり貸し手と賃貸借関係にある小作経営は 42.7%，2~5 人は43.0%

で，この両者で大半を占めている。他方， 11~20人ないし21人以上の多数の貸

し手と係わる小作経営も 4.0%と少数ながら存在している。また，小作経営の?

均小作地面積は 16haほどであるが 50ha 以上の小作地を集積する上層経営は
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10.1%を占めている。

しかし，各農業地帯の上層小作経営の賃貸借の内容には明瞭な差異がある。

ハリ盆地北部では， 1l~20人あるいは21人以上の農地の貸し手と係わる小作経

営がそれぞれ10.0%，1.3%とパリ盆地南部や西部に比べて広範に存在しており，

また 50ha以上の小作地を集積する経営の比率が16.7%を占めている。この点

に，大量の貸し手から農地を集積するというパリ盆地北部の資本主義大経営に

典型的にみられる賃貸借関係の特徴が窺われよう。さらに，パリ盆地北部でほ

小規模面積の貸し手が支配的であったことを想起するならば，ここでは，利用

権を集積する大規模な小作経営と下層良などに典型的にみられる小土地所有と

の賃貸借関係が確立されているといえよう。

とれに対して，穀倉地帯の一角を形成するパリ盆地南部では，小作経営規模

50ha 以上の経営数の比率が28.5%と，ノミリ盆地北部に比べても利用権を集積

する上層農の広範な存在がみられる。また，多数の貸し手と係わる小作経営の

存立も窺われるが 1人だけの貸し手と係わるものが37.7%を占めていること

からも知れるように，少数の貸し手と係わる経営がパリ盆地北部に比べて比較

的多くみられる。しかも， 20ha 以上規模を有する農地の貸し手が比較的多く

見受けられたのであり，上層経営が下層農から利用権を集積する一般的傾向と

同時に，比較的大規模な面積を有する貸し手との賃貸借関係も展開されている

と結論づけられる。

上記のバリ盆地の両地帯と対照的な賃貸借関係にあるのが西部である。ここ

では， 50ha以上の小作経営はむしろ例外的存在といってよく (2.7%)，1人か

2~5人の貸し手と係わるもので90%以上を占め，多数の貸し手から利用権を集

積する小作経営は殆ん E無いのである。零細な畜産経営が支配的な西部では，

利用権を集積する上層農の存在よりも， 5~10 ha や1O~20 haの経営上の安定

性を欠いた零細経営による小作が色濃く写し出されているといえよう υ しかも，

先述Lたように西部では 20ha以上規模の農地の貸し手が看過できない存在色

なっており.かかる貸L手と係わる零細小作経営にとっては賃貸借関係も不安
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定とならざるをえない。

つまり，パリ盆地北部で典型的にみられた貸し手に対して優位な立場で利用

権の集積を図る上層農の存在と西部の不安定な賃貸借関係の下にある零時国小作

経営の存在という対照的な借り手と貸し手の関係の地域的特徴が読み取れる。

この両地帯の賃貸借関係にみられる相異の仔細な検討は別摘に譲るが，これを

農地の流動化の側面からみると次のように理解される。 Iハリ地方の大規模経

営は賃貸借 (fcrrnagc) 制度。下で存立し，極めて多くの上地所有者に賃借料

を支払コており，かかる傾向はなお強まると考えられる。反対に，ベイ・ド・

ラ・ロワール Paydp. 1a Loi問中フツレターニ ι 〔両地域とも西部に含まれる〉

では，賃貸借制度がL、まだ支配的であるけれども，その比重は次第に減少して

いる。そこでは，非経営主の多数の土地所有者が自己のためや子供のために土

地を取り戻しているJ22)0 

われわれは，利用権の集積によって規模拡大をする上層農の特徴を借地農地

帯の賃貸借関係を検討することによってみてきた。それはパリ盆地において典

型的に窺われた。そして，西部も含めて考えた場合，賃貸借による上層農への

農地の流動化は，それぞれの農業地帯の支配的な賃貸借関係の内容に規定的影

響を与えられているといって過言ではないのである。

ま と め

最後に，本稿で検討してきたことをいま 度要約しておくと次のとおりであ

る。

構造農政干のフラン月で現実に進行してきた農地の流動化は，第I草での農

地移動のマグロ的分析白なかで確認、てきたように> 1970年代に入っ亡一層促進

されながら，そり形態からみれば利用権の移転と所有権の移転の併進過程とし

て把握された。しかも，両者の比重の置かれ方は，借地農地帯と自作農地帯と

の問で赤裸々に窺われた上うに，極めて地域的多様性に富んでいる Q

22) H. de Farcy， J. Gastaldi. op. cit.， pp. 20-21 
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さらに，この点は農地の流動化の実態を農民層の分解過程の視角から検討し

た第E章においても確認された。ここでは，各農業地帯の階層間の土地保有形

態や賃貸借関係の地域的特徴を分析することにより，脱農ないし経営縮小する

下層農の農地の放出のあり方や規模拡大する上層農への農地の集積方法の支配

的傾向が，地域的にも異なっていることが明らかになった。とくに指摘してお

きたし、ことは，たとえば小作関係規則の地域的適用をめぐる問題など賃貸借に

よる農地り流動化政策の政策的効果を問題とする際も，賃貸借が広範に展開し

ている借地農地帯においでさえ 括した議論はつつしまなければならないとい

うことである。下層農が農地の貸し手となわ，上層農がその借り手と Lて利用

権を集積する傾向が鮮明に窺われるパロ盆地と，西部とでは，賃貸借における

貸し手と借り手の力関係が明らかに異なっている。したがって，パリ盆地と西

部では，それぞれの賃貸借関係の特徴によって農地の流動化の内容が方向づけ

られているといって過言でない。

本稿では，構造農政下のフランスで進捗している農地の流動化の実態を，勉

めて地域視角を重視して考察してきた。この問題のより詳細な考察のためには，

上記の農地政策との関連や農業内部の分析はもとより，農外の経済構造との絡

み， とりわけ地域経済構造の変化のなかで位置づけることなど，多面的な視角

からの究明が必要である。構造的不況期にある今日のフラン兄で，農地の流動

化が今後どのように展開されていくのか，より一層立ち入った研究をつみ重ね

ていきたし、。

く1982年 2月脱稿〉


